
令和８年度群馬県地域資源活用・地域連携サポート事業運営業務委託
に関する企画提案要領 

 

 令和８年度群馬県地域資源活用・地域連携サポート事業運営業務に係る業務委託先を選定するにあ

たり、本要領に基づき事業者等からの企画提案を募集する。 

 

１ 業務名 

  令和８年度群馬県地域資源活用・地域連携サポート事業運営業務 

 

２ 業務の目的 

地域資源の活用や地域の多様な事業者との連携による価値創出を推進するための支援拠点

（サポートセンター）を設置するとともに、経営感覚を持って地域資源の活用に取り組む人材を

育成するため、研修会を開催する。 

 

３ 業務内容 

「令和８年度群馬県地域資源活用・地域連携サポート事業運営業務仕様書」のとおり 

 

４ 応募資格 

本業務提案に応募できるのは、次の要件を全て満たす法人とする。 

(1) 業務について十分な業務遂行の能力を有し、当該業務に必要な知見を有すること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4の規定に該当していない者。 

 (3) 破産宣告を受け復権していない者ではない者。 

 (4) 銀行取引停止処分を受けている者ではない者。 

 (5) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更正手続開始の申立て、または民事再生法

（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続きの申立てが為されている者でないこと。 

 (6) 群馬県の指名停止処分を受け、その期間が終了していない者でないこと。 

 (7) 暴力団、暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

(8) 県内に活動拠点（本社、営業所その他の必要な体制）を有しており、本業務の実施に当たっ

てはこれを常設の活動拠点とすること。 

 (9) 群馬県税に滞納がないこと。 

 

５ 公募・選定に関するスケジュール 

(1) 公募開始 

令和８年３月 16日（月） 

(2) 質問受付 

令和８年３月 23日（月）まで ※詳細は「６ 質問受付」を参照 

(3) 企画提案書提出期限 

令和８年３月 30日（月）午後５時必着 ※詳細は「７ 応募の手続」を参照 

(4) 書類審査 

令和８年４月２日（木）～令和８年４月９日（木）（予定） 



(5) 委託予定者の決定及び通知 

令和８年４月中旬 

 

６ 質問受付 

  本業務に関する質問については、原則として、「仕様書等に対する質問書」（別紙様式７）を

提出するものとする。 

(1)  提出先等 

   ア 提出期限 令和８年３月 23 日（月）午後５時まで 

   イ 提出先  群馬県農政部ぐんまブランド推進課食品流通係 

   ウ 提出方法 電子メール 

    （電子メール提出後、提出先宛て電話により着信の確認を行うこと） 

 (2) 回答 

   質問に対する回答は、次のとおり行う。 

   ただし、質問又は回答の内容が、質問者の具体的な提案事項に密接に関わるものについて 

は、質問者に対してのみ回答する。 

   ア 回答方法 県のホームページに随時掲載する。 

   イ その他 提出期限までに到着しなかった質問書については、原則として回答しない。 

 

７ 応募の手続 

(1) 企画提案書の提出 

プロポーザル参加者は、次により企画提案書を提出するものとする。 

ア 提出期限  令和８年３月 30 日（月）午後５時必着 

イ 提出方法  電子メール、持参又は郵送とする 

ウ 提出先   群馬県農政部ぐんまブランド推進課食品流通係 

エ 提出書類   

(ｱ) 公募参加申込書（別紙様式１） 

(ｲ) 企画提案書（別紙様式２） 

(ｳ) 誓約書（別紙様式３（群馬県暴力団排除条例第７条関係）） 

(ｴ) その他企画案を説明するのに必要な書類(用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とする) 

(ｵ) 企画提案参加者の概要、業務内容等を説明するのに必要な書類 （大きさは任意） 

(ｶ) 法人登記事項証明書（３ヶ月以内に発行されたもの。コピー可） 

(ｷ) 決算書（直近のもの１期分（半期決算の場合は２期分）） 

(ｸ) 県税納税証明書（県税に滞納がないことの証明） 

(ｹ) 消費税の「課税事業者届出書」又は「免税事業者届出書」(別紙様式４又は様式５) 

(ｺ) 個人情報管理体制届出書（別紙様式８） 

(2) 提出部数  （持参又は郵送の場合）(ｲ)、(ｴ)、(ｵ)、(ｶ)：９部 その他：１部 

(3) 提案の無効  次のいずれかに該当する企画提案は無効とする。 

ア 民法（明治29年法律第89号）第90条（公序良俗違反）、第93条（心裡留保）、第94条（

虚偽表示）又は第95条（錯誤）に該当する提案 

イ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案 



ウ その他企画提案に関する条件に違反した提案 

(4) その他 

  ア 参加申込書を提出した後、企画提案書の提出を取り下げる場合は、速やかに「取下願」（別

紙様式６）を提出すること。 

また、企画提案書提出から契約締結までの間に応募資格を満たさなくなった場合にも、   

「取下願」を提出すること。 

  イ 提出された企画提案書について、県から内容についての質問及び訂正を求めることがあ

る。 

ウ 企画提案書の再提出は、提出期限内に限り認める。 

エ 提出された企画提案書は返却しない。「取下願」の提出があった場合も、既に提出された    

企画提案書は返却しない。  

 

８ 選定審査の実施・受託者の選定等 

(1) 審査方法等 

    提出された企画提案書は、令和８年度群馬県地域資源活用・地域連携サポート事業運営業

務委託プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という）において、審査基準に基づ

いて審査する。 

(2) 審査基準 

審査委員会においては、以下の項目について評価し、総合的な審査を行う。 

ア 業務実施体制等について 

(ｱ) 実施体制の的確性・実行性 

a 経済面も含め、事業の遂行に十分な能力があるか。 

b 実施スケジュールが具体的であり、計画を確実に実行できる体制が整備されている    

  か。 

(ｲ) 類似業務の実績 

  イ 業務内容について 

(ｱ) 委託業務仕様書の業務内容に添った提案内容となっているか。 

(ｲ) 具体的な実施内容、方法が明確に示されているか。 

(ｳ) 地域プランナーを活用し、地域支援検証委員会の決定する支援対象者への効     

果的なサポート方法が工夫されているか。 

(ｴ) 地域資源の活用や多様な事業者との連携による価値創出の取組を実践する人材が効果 

的に育成される研修内容になっているか。 

   ウ 企画提案について 

(ｱ) 提案内容に、独自性（優位性）や新規性は認められるか。 

   エ 業務の効果について 

   (ｱ) 業務の波及効果、発展性 

  オ 委託業務経費について 

   (ｱ) 経費項目や金額の妥当性 

(3) 選定 

   審査の結果、予算上限額の範囲内で、優秀な企画提案書を提出した応募者を委託予定事業 



者として選定する。 

(4) その他 

   審査は、提出された企画提案書による書面審査を基本とするが、提案受付後、提案内容に 

ついて説明を求めることがある。 

 

９ 選定結果の発表 

  選定結果は次のとおり発表する。 

(1) 日時  令和８年４月中旬 

(2) 方法  全ての応募者に文書により通知する。 

(3) その他 委託予定事業者について、事業者名、代表者名、住所、連絡先等を県ホームペー 

ジに公表する。 

 

10 契約条件 

(1) 契約形態 

   委託契約とする。 

(2) 委託金額限度額 

   総額 10,692,000 円（消費税及び地方消費税込み） 

(3) 契約期間 

   契約締結日（令和８年４月中旬予定）から令和９年３月 16日までとする。 

(4) 契約の締結 

   委託予定事業者と企画提案書等を基に協議し、協議が整った場合に、県の契約担当職員が 

別途定める予定価格の範囲内で契約を締結する。この協議の際、提出された企画提案書の内

容を一部変更する場合がある。 

(5) 委託費の支払い条件 

   原則、精算払いとするが、必要に応じて概算払を認めることとする。 

(6) 契約保証金の免除 

群馬県財務規則第 199 条第６号により、契約保証金は免除する。 

(7) 契約締結に必要な経費 

契約締結に必要な経費は受託者の負担とする。 

(8) 成果品の権利 

委託により作成された成果品に関する全ての権利は、群馬県に帰属する。 

 

11 公正な公募の確保 

(1) 応募者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）   

等に抵触する行為を行ってはならない。 

(2) 応募者は、競争を制限する目的で他の応募者と参加意思及び提案内容について、いか   

なる相談も行ってはならず、独自に企画提案書等を作成しなければならない。 

(3) 応募者は、委託予定事業者の選定前に、他の応募者に対して企画提案書を意図的に開   

示してはならない。 

(4) 応募者が連合し、又は不穏な行動等をなす場合において、企画提案公募を公正に執行   



する事ができないと認められるときは、当該応募者を参加させず、又は公募の執行を延   

期し、若しくは取りやめることがある。 

 

 

12 その他 

(1) 手続きにおいて使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨とする。 

(2) 提出された企画提案書は、本件業務における委託事業者の選定以外の目的で使用しない。 

(3) 企画提案に係る一切の経費については、応募者の負担とする。 

(4) 本件業務に関し、県から受領又は閲覧した資料等は、県の了解なく公表又は使用してはなら

ない。 

(5) 提案者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案を無効にし、契約締結後   

の場合には、契約を解除することがある。 

(6) 提出された資料は返却しない。 

(7) 審査事務に必要な範囲において、企画提案書を複製することがある。 

(8) 審査結果についての異議申し立ては受け付けない。 

 

13 応募先及び問い合わせ先 

(1) 名称   群馬県農政部ぐんまブランド推進課食品流通係 

(2) 所在地    〒371－8570 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

(3) 連絡先  電話：027-226-3133 

        ※土・日・祝日を除く午前９時から午後５時まで 

         電子メール：burando@pref.gunma.lg.jp 


